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後
期
高
齢
者
医
療
保
険

町住民生活課　TEL096-234-1113（内線107）

■ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
変
わ

り
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
１
人
あ
た
り

の
保
険
料
は
、
皆
さ
ん
が
均
等
に
負
担

す
る
「
均
等
割
額
」
と
個
人
の
所
得
に

応
じ
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
で
算
出

し
て
い
ま
す
。
上
限
額
は
66
万
円
で
す
。

▼
均
等
割
額

　
年
額
５
万
４
０
０
０
円

▼
所
得
割
額

　
総
所
得
金
額
等
（
基
礎
控
除
後
）
×

　
10
・
26
％

■
低
所
得
者
に
係
る
保
険
料
の
軽
減

　

に
つ
い
て

　
所
得
が
低
い
人
は
、
保
険
料
の
均
等

割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
均
等
割
額
の

軽
減
に
つ
い
て
は
、
世
帯
（
被
保
険
者
全

員
と
世
帯
主
）
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計

額
で
判
定
し
ま
す
。

●�

均
等
割
額
の
軽
減
割
合
と
対
象
世
帯

▼
７
割
軽
減

　
43
万
円
＋
（
10
万
円
×
「
給
与
・
年

金
所
得
者
の
数
か
ら
１
を
減
し
た
数
」）

以
下
と
な
る
世
帯

▼
５
割
軽
減

　
43
万
円
＋
「
28
万
５
０
０
０
円
×
世

帯
の
被
保
険
者
数
」
＋
（
10
万
円
×

「
給
与
・
年
金
所
得
者
の
数
か
ら
１
を

減
し
た
数
」
）
以
下
と
な
る
世
帯

▼
２
割
軽
減

　
43
万
円
＋
「
52
万
円
×
世
帯
の
被
保

険
者
数｣

＋
（
10
万
円
×
「
給
与
・
年

金
所
得
者
の
数
か
ら
１
を
減
し
た
数
」）

以
下
と
な
る
世
帯

※
「
給
与
・
年
金
所
得
者
の
数
」
と
は

　
給
与
収
入
が
55
万
円
超
ま
た
は
年
金

　
収
入
が
１
２
５
万
円
超
（
65
歳
未
満

　
の
場
合
は
年
金
収
入
が
60
万
円
超
）

　
の
合
計
人
数

▼
被
扶
養
者
軽
減
（
被
用
者
保
険
加
入

　

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
の
軽
減
）

　
制
度
加
入
の
月
か
ら
２
年
間
は
均
等

割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
所
得

割
額
は
か
か
り
ま
せ
ん
）

■
仮
徴
収
額
決
定
通
知
書
を
ご
確
認

　

く
だ
さ
い

　
４
月
か
ら
令
和
４
年
度
後
期
高
齢
者

令和４年度後期高齢者
医療保険のお知らせ

詳しくは町住民生活課におたずねください

医
療
保
険
料
の
仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

　
仮
徴
収
と
は
、
本
年
度
の
保
険
料
額

が
決
定
す
る
７
月
よ
り
前
に
、
仮
の
金

額
と
し
て
年
金
か
ら
徴
収
す
る
も
の
で

す
。
前
年
度
徴
収
し
て
い
た
保
険
料
額

を
基
準
と
し
て
、
４
・
６
・
８
月
の
年
金

か
ら
仮
徴
収
し
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
「
後
期
高
齢
者
医
療
仮

徴
収
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
を
送
付

し
ま
す
。
仮
徴
収
保
険
料
額
な
ど
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
あ
ん
ま
・
は
り
・
き
ゅ
う
治
療
券

　

を
発
行
し
て
い
ま
す

　
町
で
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
を
対
象
に
、
あ
ん
ま
・
は
り
・
き
ゅ

う
の
治
療
を
受
け
る
場
合
に
利
用
で
き

る
治
療
券
５
枚
綴
り
（
１
回
に
つ
き

１
０
０
０
円
補
助
）
を
発
行
し
て
い
ま

す
。
治
療
券
は
、
町
と
協
定
を
結
ん
で

い
る
施
術
院
で
使
用
で
き
ま
す
。
必
要

な
人
は
、「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
」
を
準
備
し
、
町
住
民
生
活
課
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限

　
令
和
５
年
３
月
31
日
（
金
）

■
医
療
機
関
の
適
正
な
受
診
の
た
め

　

次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　
医
療
機
関
を
受
診
す
る
と
き
は
次
の

こ
と
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

●�

重
複
受
診
を
や
め
ま
し
ょ
う

　
重
複
受
診
と
は
、
同
じ
病
気
で
同
時
期

に
複
数
の
医
療
機
関
に
か
か
る
こ
と
で
す
。

受
診
す
る
た
び
に
初
診
料
が
必
要
で
、
医

療
費
が
高
額
に
な
り
、
検
査
や
投
薬
を
繰

り
返
す
た
め
体
に
負
担
も
か
か
り
ま
す
。

●�

か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う

　
か
か
り
つ
け
医
と
は
、
あ
な
た
の
健

康
状
態
な
ど
を
把
握
し
て
、
健
康
管
理

全
般
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
医
師
の
こ

と
で
す
。
か
か
り
つ
け
医
を
持
て
ば
、

い
ざ
と
い
う
と
き
も
安
心
で
す
。

●�

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
新
薬
と
同

じ
有
効
成
分
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
安

全
性
も
効
き
目
も
立
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
す
べ
て
の
新
薬
に
対
し
て

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る
わ
け
で

は
な
く
、
症
状
に
よ
っ
て
は
適
さ
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。

●�

お
薬
手
帳
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

　
お
薬
手
帳
は
使
っ
て
い
る
薬
な
ど
を

記
録
し
て
お
く
も
の
で
、
薬
の
重
複
や

飲
み
合
わ
せ
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防

ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
病
院
や
薬
局
に

行
く
と
き
は
必
ず
持
っ
て
行
き
ま
し
ょ

う
。

保険料を年金からの天引きで納めていただいている被保険者には「仮徴収額決定通知書」を送付します。ご確認ください。
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町からのお知らせ　【４月】
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健
診
・
検
診

町住民生活課　TEL096－234－1113（内線105）

■ 

健
診
・
検
診
の
申
し
込
み
は
４
月

18
日
（
月
）
ま
で

　
町
で
は
、
令
和
４
年
度
の
健
診
や
検

診
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　
各
健
診
の
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、

４
月
18
日
（
月
）
ま
で
に
「
健
診
希
望

調
査
票
」
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

各
行
政
区
の
区
長
ま
た
は
町
総
合
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
節
目
健
診

▼
期
間　

６
月
〜
12
月

▼
場
所　

日
本
赤
十
字
社
熊
本
健
康

　
管
理
セ
ン
タ
ー
、
高
野
病
院
総
合

　
健
診
セ
ン
タ
ー

▼
対
象
者
　
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在

　
で
35
歳
・
40
歳
・
45
歳
・
50
歳
・
55
歳
・

　
60
歳
を
迎
え
る
町
国
民
健
康
保
険
被

　
保
険
者

●
特
定
健
診
・
若
者
健
診
・
が
ん
検
診

　
（
７
月
集
団
健
診
）

▼
期
間
　
７
月
２
日（
土
）〜
８
日（
金
）

▼
場
所
　
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
対
象
者
　
20
〜
74
歳
の
町
国
民
健
康

　
保
険
被
保
険
者
（
40
〜
74
歳
の
社
会

　
保
険
被
扶
養
者
等
も
受
診
可
）

●
後
期
高
齢
者
健
診
・
が
ん
検
診　
　

　
（
８
月
集
団
健
診
）

▼
期
間
　
８
月
25
日（
木
）～
28
日（
日
）

▼
場
所
　
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
対
象
者
　
町
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　
被
保
険
者

●
が
ん
検
診
（
12
月
集
団
検
診
）

▼
期
間
　
12
月
７
日（
水
）〜
11
日（
日
）

▼
場
所
　
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
対
象
者
　
20
歳
以
上
の
女
性
お
よ
び

　
40
歳
以
上
の
男
性

　
詳
し
く
は
、
各
世
帯
に
配
布
し
た「
甲

佐
町
健
診
の
お
知
ら
せ
」
お
よ
び
「
甲

佐
町
健
診
希
望
調
査
票
の
書
き
方
」
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先�

・
町
健
康
推
進
課
（
町
総
合
保
健
福
祉

　
セ
ン
タ
ー
内
）

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
５
‐
８
７
１
１

・
町
住
民
生
活
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

国
民
年
金

町住民生活課　TEL096－234－1113（ 内線101）

■
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
へ
の

　

加
入
手
続
き
が
必
要
で
す

　
日
本
国
内
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
人
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法

律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
学
生

の
人
も
20
歳
に
な
っ
た
時
か
ら
国
民
年

金
の
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険
料
の
納

付
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

　
ま
た
、
勤
務
先
を
退
職
し
た
と
き

は
、
厚
生
年
金
か
ら
国
民
年
金
へ
の
変

更
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
退
職
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
や
収
入
が
増

加
し
た
こ
と
で
扶
養
か
ら
外
れ
た
配
偶

者
も
、
国
民
年
金
へ
の
切
り
替
え
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　
保
険
料
の
納
付
期
限
は
、
納
付
対
象

月
の
翌
月
末
日
で
す
。
期
限
ま
で
に
保

険
料
を
納
め
な
い
と
、
障
害
年
金
や
遺

族
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

■
学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
は
、
本
人
の
所
得
が
一
定
以
下

の
場
合
、
申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保
険

料
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
を
未

納
の
ま
ま
に
し
て
い
る
と
、
老
後
や

万
一
の
け
が
な
ど
で
障
が
い
が
残
っ
た

と
き
に
、
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
納
付
が
難
し
い
場
合
は

学
生
納
付
特
例
制
度
を
活
用
し
ま
し
ょ

う
。
承
認
期
間
は
４
月
～
翌
年
３
月
で

す
。
申
請
は
２
年
１
カ
月
前
の
納
付
分

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
申
請
に
は
、
学
生
証
ま
た
は
在
学
証

明
書
が
必
要
で
す
。
特
例
を
受
け
た
期

間
は
、
年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な

期
間
に
計
算
さ
れ
ま
す
が
、
給
付
金
額

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
納
付
期
限
か
ら
10
年
以
内
で
あ
れ

ば
、
未
納
期
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付

で
き
る
追
納
制
度
も
あ
り
ま
す
。
将
来

受
け
取
る
年
金
額
は
支
払
っ
た
保
険
料

に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。
未
納
が
あ

る
人
は
追
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
熊
本
東
年
金
事
務
所

　
TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

・
年
金
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　
TEL
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
０
０
４

学生は保険料納付の
猶予が受けられます

く わ し く は 町 住 民 生 活 課 ま で

町の健診を受けて身体の
状態をチェックしましょう

申し込みは町総合保健福祉センターまで
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